
別表 技術職員コード表

第１表　資格区分コード表
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２級　　　　　　〃　　　　　（土木）

２級　　　　　　〃　　　　　（鋼構造物塗装）

２級　　　　　　〃　　　　　（薬液注入）

建設工事の種類

資格区分

法第７条第２号イ該当

法第７条第２号ロ該当

法第15条第２号ハ該当（同号イと同等以上）

法第15条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）

１級　建設機械施工技士

２級　　　　　　〃　　　　　（第１種～第６種）

１級　土木施工管理技士

電気電子･総合技術監理（電気電子）

機械･総合技術監理（機械）

機械｢流体工学｣又は｢熱工学｣･総合技術監理（｢
流体工学｣又は｢熱工学｣）

上下水道･総合技術監理（上下水道）

下水道｢上水道及び工業用水道｣･総合技術監理
（上下水道｢上水道及び工業用水道｣）

水産｢水産土木｣･総合技術監理（水産｢水産土
木｣）

森林｢林業｣･総合技術監理(森林｢林業｣）

森林｢森林土木｣･総合技術監理（森林｢森林土
木｣）

衛生工学･総合技術監理（衛生工学）

衛生工学｢水質管理｣･総合技術監理（衛生工学｢
水質管理｣）

２級　　　　　　〃

１級　管工事施工管理技士

２級　　　　　　〃

１級　造園施工管理技士

２級　　　　　　〃

１級　建築施工管理技士

２級　　　　　　〃　　　　　（建築）

２級　　　　　　〃　　　　　（躯体）

２級　　　　　　〃　　　　　（仕上げ）

１級　電気工事施工管理技士

衛生工学｢廃棄物管理｣･総合技術監理(衛生工
学｢廃棄物管理｣）

第一種　電気工事士

第二種　　　　〃　　　【３年】

電気主任技術者（第一種～第三種）【５年】

電気通信主任技術者【５年】

１級　建築士

２級　　　　　　〃

建設･総合技術監理（建設）

建設｢鋼構造及びコンクリート｣･総合技術監理（建
設｢鋼構造及びコンクリート｣）

農業｢農業土木｣･総合技術監理（農業｢農業土
木｣）
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給水装置工事主任技術者【１年】

甲種　消防設備士

乙種　　　　〃
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建設工事の種類

資格区分コード
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（注）１ 　｢△｣は、該当する建設工事の種類においてのみ有効。

２ 　｢◎｣は指定業種の格付要件で｢１級相当｣に、｢○｣及び｢△｣は｢２級相当｣に該当するものであること。

３

第２表　　建設工事の種類コード表

（注）

建設工事の種類 コード

17

22

28

土木一式工事

鋼構造物工事

内装仕上工事

さく井工事

建築一式工事

舗装工事

機械器具設置工事

消防施設工事

電気工事

塗装工事

電気通信工事

清掃施設工事

コード建設工事の種類 建設工事の種類 コード 建設工事の種類 コード

　資格区分の【　　】内に記載されている年数は、当該資格試験の合格後に建設業法第７条第２号ハに該当するため
に必要な経験年数。

　ただし、職業能力開発促進法による等級区分が２級の場合、平成１６年４月１日時点で合格していた者は実務経験
１年以上。

２級　　〃　　【３年】

２級　　　　　　　〃　　　　　【３年】

１級　噴霧塗装

２級　　　　〃　　【３年】

路面標示施工

１級　造園

１級　塗装・木工塗装・木工塗装工

２級　　　　　　　　　〃　　　　　　　【３年】

１級　建築塗装・建築塗装工

２級　　　　　　　〃　　　　　【３年】

１級　金属塗装・金属塗装工

２級　　〃　【３年】

１級　防水施工

２級　　　〃　　【３年】

１級　さく井

２級　　　　　　　〃　　　　　【３年】

１級　配管・配管工

２級　　　　　〃　　　【３年】

１級　鉄工・製罐

２級　　　　〃　　【３年】

１級　ウェルポイント施工

２級　　　　　〃　　　　　　【３年】

１級　冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配
管

２級　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　【３年】

１級　給排水衛生設備配管

１級　とび・とび工・型枠施工・ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工

２級　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　【３年】
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有資格区分コードを｢００１｣～｢００４｣（実務経験者）と記入した場合、｢実務経験担当者業種コード｣の欄に記入する
こと。
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管工事

防水工事

造園工事

解体工事


